
国税審判官を経験した税理士による 

「ひとこと多い」国税不服審判所の解説 

講師 税理士法人チェスター 審査部部長 

公認会計士・税理士 大橋 誠一 

【自己紹介】 

昭和 47 年 京都市生まれ 

平成７年 滋賀大学経済学部卒業 

第 45 回税理士試験合格（選択税法：法人税法・相続税法・消費税法） 

平成８年 京都市内の国税かつ試験合格出身の税理士事務所の資産税部 

平成 10 年 税理士登録（No.86392） 

平成 16 年 公認会計士第二次試験合格（選択科目：経営学・民法） 

有限責任監査法人トーマツ 

平成 20 年 公認会計士登録（No.22220） 

平成 25 年 デロイトトーマツ税理士法人事業承継支援グループ 

平成 26 年 大阪国税不服審判所（神戸支所）国税審判官・公認会計士業務廃止 

平成 27 年 大阪国税不服審判所（大阪本所）国税審判官 

平成 29 年 税理士法人チェスター・公認会計士再登録（No.37086） 

【現在の主な職務】 

・弊社が受注する相続税申告のうち特に重要な項目の審査

・税務調査対応方針の指導

・弊社運営「相続実務アカデミー有料会員」限定の個別相談の回答・メルマガ発信

・弊社主催セミナーの講師

・弊社著作の書籍の執筆・監修

【国税審判官当時の職務】 

・国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査・審理を行うため、個別事

件ごとに合議体の担当審判官又は参加審判官として、質問・検査・証拠書類の収集等を行

う ・審査請求事件の進行管理を行うとともに、事実の認定及び税法等の解釈を行う

・調査・審理の結果に基づき、合議体を構成する他の国税審判官等と公正妥当な結論に達す

るよう議論を尽くし、その議論の結果を踏まえ議決書を作成する 

・税理士会・公認会計士協会主催研修会に講師派遣され国税不服審査制度について講演する  
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http://www.kfs.go.jp
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I 国税不服審判所と は

国税不服審判所は、 国税に関する法律に基づく処分（税務署長や国税局長などが行っ

た更正 ・ 決定や差押えなど）についての審査請求に対する裁決を行う機関（国税庁の特

別の機関）です。

［ 国税不服審判所の役割 ］ 
国税不服審判所は、 税務行政部内における公正な第三者的機関として、 適正かつ迅速

な事件処理を通じて、 納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、 税務行政の適正

な運営の確保に資することを使命とし、 税務署長や国税局長など（「税務署長等」とい

います。）と審査請求人との間に立つ公正な立場で審査請求事件を調査 ・ 審理して裁決

を行っています。

［ 国税不服審判所の組織 ］ 
国税不服審判所には、 東京（霞が関）にある本部のほか、 全国の主要都市に12の支

部と7の支所があります。

（裏表紙の「国税不服審判所の所在地・管轄区域」を参照してください。）

【組織圏】

国 税 庁

く地方支分部局＞
- -

国 税 局
国税事務所

く施設等機関＞

r 
税務大学校

国税不服審判所の支部・支所では、 原則としてその管轄区域内における審査請求事件の

調査・審理を行っています。
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【国税に関する法律に基づく処分（国税通則法 75 条１項柱書）】 

・「延滞税のお知らせ」は対象外（却下裁決になる） 

→処分の有無にかかわらず未納状態であれば自動的に計算される。

【税務署長による処分・国税局長による処分】 

・原処分通知書に「国税局職員の調査によってされた」旨の記載がある場合は「国税局長に

よる処分」に該当 

・例えば、神奈川県内の税務署の署長による処分については東京審判所横浜支所が所管、神

奈川県の納税者でも東京国税局の調査による処分であれば東京審判所本所が所管（原則） 

【『税務行政部内』における公正な第三者『的』機関】 

・司法ではなく税務行政の最終判断・自己反省機能を有する。

・裁判所で取り消される可能性が高い処分は審判所で取り消しておかなければならない（審

判所が最もつらいのは、審判所が棄却（原処分維持）した処分が地裁で取り消され、原処分

庁が控訴せず確定することである）。 

・合議体は裁判官ほどの独立性はなく、「行政判断の全国統一性」が優先される。

【税務行政の適正な運営の確保】 

・裁決は一義的には審理関係人（審査請求人・原処分庁）のために発信する。

・しかし、その裁決が情報公開されることによって、将来の納税者・課税当局・学者・実務

家が参考にするため、その裁決が今後の税理士実務・税務行政に与える影響まで踏まえて方

向性を決めることが多い。 

【本部の役割】 

・支部からの照会対応（各税目別の審判官による先例裁決の方向性について検討）

・大規模・特殊・トピックスな事案について、裁決前に結論・理由について報告を求める。

・裁決の事後的なレビュー（裁決検討事績表の作成）

・支部の人事（民間出身審判官人事も本部直轄で決まる）

・審判所が直接の被告となる訴訟の指揮

【支部・支所の規模・体制】 

・支部は東京の 120 名超から沖縄の７名まで大小さまざま

・支所は横浜の 11 名から新潟・長野・静岡・岡山の４名までさまざま

・支部には法規審査担当がいて、東京支部・大阪支部は独立で部がある。

・東京・大阪・名古屋・関東信越・広島の各支部には裁判官・検察官出身者が法規審査担当

審判官として在籍（法務省から出向） 
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［ 国税不服審判所の特色�
』

国税不服審判所には、次のような特色があります。

I 争点主義的運営 l 
国税不服審判所は、審査請求人と処分を行った税務署長等の双方から事実関係や主張を聴

き、争点に主眼を置いた調査· 審理を行っています。

I 公正な審理 l 
◆ 国税不服審判所長が行う審査請求に対する裁決は、それぞれ独立した立場にある3名以

上の国税審判官等（担当審判官及び参加審判官）で構成する合議体の議決に基づいて行わ

れます。

◆ 国税不服審判所長や東京支部、大阪支部の長である首席国税審判官などの主要な役職に、

裁判官や検察官の職にあった者を任用しています。

また、国税審判官には、弁護士や税理士などの職にあった民間の専門家も任用しており、

合議体を構成する国税審判官の半数程度がこうした民間の専門家出身となっております。

I 裁決は行政部内の最終判断 )
裁決は、行政部内における最終判断となります。 したがって、税務署長等は、裁決の内容

を不服として訴訟を提起することはできません。

また、裁決は、税務署長等が行った処分より審査請求人にとって不利益となることはあり

ません。

I 国税庁長官通達に拘束されません ）
国税不服審判所長は、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく裁決をす

ることができます。

なお、国税庁長官通達に示された法令解釈と異なる解釈により裁決をする場合や、他の国

税に係る処分を行う際における法令解釈の重要な先例となると認められる裁決を行う場合は、

あらかじめ国税庁長官に意見を通知することとされ、その後の手続は以下の図のとおりです。

国 税 不 服 審

判 所 長 が国

税 庁 長官に

意見を通知

① 請求人の主張を認容する意見であり、

かつ、 長官がそれを相当と認める場合

② ①以外の場合
国税庁長官と
共同して諮問

裁 決

国税審議会の議決に基づき

国税不服審判所長が�決
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【争点主義⇔総額主義】 

・総額主義：税額算定に関係する全ての法令解釈・事実認定が審理の対象（理由差替え可）

・争点主義：原処分理由に関係する法令解釈・事実認定のみ審理の対象（理由差替え不可）

・「政府は、国税不服審判所の運営に当たっては、その使命が納税者の権利救済にあること

に則り、総額主義に偏することなく、争点主義の精神をいかし、その趣旨徹底に遺憾なきを

期すべきである。（昭和 45 年３月 24 日参議院大蔵委員会附帯決議）」 

【議決に基づく裁決（国税通則法 98 条３項）】 

・合議体（担当審判官・参加審判官）は所長（裁決権者）から独立

・審判官は互いに独立

・行政判断の全国統一性確保のための一定の調整（返戻）あり

【国税審判官の資格（国税通則法施行令 31 条）】 

・１号：弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職

にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの 

・２号：税務職俸給表６級以上の国家公務員であって、国税に関する事務に従事した経歴を

有する者 

【特定任期付職員のスキル・待遇】 

・弁護士（税務訴訟を扱う事務所に限らない）・公認会計士（監査法人・監査法人系税理士

法人）・税理士（監査法人系税理士法人に限らない） 

・任期は原則３年（１年延長の可能性あり）

・年収：830 万円～1,000 万円（小規模税務署の署長級）

【合議体の構成】 

・国税プロパー審判官＋任期付審判官＋国税プロパー副審判官の３名が標準

・国税プロパーが原処分維持 VS 任期付が原処分取消しの立場で討論していない。

・「３人がまるで一つの脳を共有しているようになって検討し考える」「合議は飛び乗り飛び

降り勝手次第で当初の意見にこだわらず柔軟に意見を修正することも大切（川口冨男元高

松高裁長官）」 

【『通達に拘束されない』の実質的な意味】 

・審判所は通達を無きものとして判断しておらず、通達の法令適合性を審査する権限があ

り、しかるべき手続により通達の変更を国税庁長官に提起する権限を有する。 

・審判所が通達の変更を提起したケースは審判所創設以来 10 件に満たず、裁決書では通達

の法令適合性について検討する文言が入っている。 

6



I 国 税 に 関 す る 不 服 申 立 制 度 | 
国税に関する法律に基づく処分（税務署長や国税局長などが行った更正 ・ 決定や差押えなど）

に不服がある納税者が、 処分の取消しなどを求めることができる不服申立ては、 国税不服審判所

長に対する「審査請求」と税務署長等に対する「再調査の請求」との選択制となっています。

一
税務署長や国税局長などが行った処分 （「原処分」といい、 原処分を行った税務署長や国税局

長などを 「原処分庁」といいます。）に不服がある場合に、 その処分の取消しや変更を求めて国

税不服審判所長に対して不服を申し立てる制度です。 審査請求は、 再調査の請求※を経ずに直接

行うことができますし、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定（再

調査決定）後の処分になお不服がある場合に行うことができます。

（手続については、 次へ
゜
ージ「審査請求の手続」を参照してください。）

..
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

／※ 再調査の請求とは

原処分に不服がある場合に、 その処分の取消しや変更を求めて原処分庁に対して不服を申

し立てる制度です。

原処分庁は、 その処分が正しかったかどうか、 改めて見直しを行い、 その結果を再調査決

··-•••••• .. 定書謄本により再調査の請求人に通知します。
..................... , ............................................. ,. .. ............................................... .............................................. .............................................. ................................................................................ 

（注） 1 審査請求のみをすることができる場合
国税局、 税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員が行った処分に不服がある場合

（例えば登録免許税について登記官が行った処分、自動車重量税について国土交通大臣等力茫テった処分があります。）

2 国税庁長官が行った処分に不服がある場合
国税庁長官が行っ た処分に不服がある場合は、 国税庁長官に対する審査請求

をすることができま す（国税不服審判所長に対する審査請求をすることはでき

ません。）。

審査請求書が提出されると、 国税不服審判所長は、 原処分が適正で

あったかどうかを判断するため調査· 審理を行い、 その結果 （裁決）を

裁決書謄本により審査請求人と原処分庁の双方に通知します。

（審理の流れは、 6へ
゜
ージ「一般的な審理の流れ」を参照してください。）

一
国税不服審判所長の裁決があった後の処分になお不服がある場合は、 裁決があったことを知っ

た日の翌日から6か月以内に裁判所に訴訟を提起することができます。

なお、 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がない場合は、 裁決を経

ないで裁判所に訴訟を提起することができます。
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� 審査請求をする1-は、原則として次の期間内に書面（審査請求書）を提出しなければなりません。

直接、審査請求をする場合・• 原処分の通知を受！ナた日の翌日から3か月以内
再調査決定を経た場合・・・・ 再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内

なお、再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても 再調査決定がない場合
は、 再調査決定を経ないで審査請求をすることができます。

I 提出先等 l 
審査請求は、正副各1通の審査請求書を原処分庁の管轄区域を管轄（又は分掌） する国税不

服審判所の支部（又は支所）に提出します。（裏表紐0「 OO 税不扱審判酎）胴在地 ・ 管轄区域」を参開して〈ださい。）

審査請求書は、次のいずれかの方法により提出することができます。

• 国税不服審判所の支部（又は支所）の窓口に提出
• 郵便又は信書便による提出
• 国税電子申告・納税システム(e-Tax)による提出
• 原処分庁等を経由しての提出

（再調査決定をした行政機関へ提出することもできます。）

審査請求書の用紙は、国税不服審判所の支部 （又は支所）や税務署備付けのもののほか、国
税不服審判所ホ ームペ ー ジ(http://www.kfs.go.jp)からダウンロ ー ドすることができます。

1 審査請求に当たっては、手数料を納める必要はありません。（証拠書類等の

2こ茫王戸｝ま:��::::�:::�::iび届出書も足

詳しくは、e-Taxホ ームペ ー ジ(http://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
3 審査請求書の提出日は、提出方法によって次のとおりとなります。
① 郵便又は信書便による提出 ・・・通信日付印の日※

② e-Taxによる提出 ・・・・・・・受付システムのファイルヘ記録された日
③ 原処分庁等を経由しての提出 .. 税務署等の窓口に提出した日又は通信日付印の日
※ 国税徴収法第171条第3項の適用があるものを除きます。

◎ 社会保障・税番号（マイナンバー）制度について
社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって

利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障· 税番号（マイナン

バー）制度が導入されました。

国税不服審判所へご提出いただ＜審査請求書等については、個人番号・法人番号の記載が

必要であるとともに、個人番号を記載した審査請求書等の提出に当たっては、本人確認書類

の提示又は写しの添付が必要です。

国税に関する社会保障・税番号（マイナンバー）制度の詳しい情報は、国税不服審判所ホ
ームペ ー ジ(http://www.kfs.go.jp)のトップペ ー ジにある「社会保障・税番号制度」をクリ

ック（国税庁ホ ームペ ー ジにリンク） して、ご覧ください。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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［ 国税に関する不服申立制度の概要図 � 

税務署長、 国税局長又は税関長が行った処分

3
か
月以
内 3か月

を経過し
ても再調査決定
がない場合

登録免許税につい
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3
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内

6
か
月
以
内

3か月
を経過しても

裁決がない場合

原 処 分 取 消 訴 訟 等
·ヽ_‘ 地 方 裁 判 所 ‘ー

（注） 1 国税庁長官が行った処分に不服がある場合は、 国税庁長官に対する審査請求を経て、 訴訟を提起するこ

とができます（国税不服審判所長に対する審査請求をすることはできません。）。

2 国税徴収法第171条第1項又は第2項の適用があるときの不服申立期間については、 上記の期間と異な

る場合があります。

9



【『審査請求』と『再調査の請求（異議申立て）』の選択】 

・国税不服審査制度改正前は、大方が税務署長に対する異議申立てを経由して審査請求

・改正後は、再調査の請求を経由せず、大方が国税不服審判所長に対して直接審査請求

・直接審査請求は、相対的に主張整理がされておらず、審判所の負担が重い。

・直接審査請求することは、納税者が戦う場所を１回放棄することでもある。

【代理人の属性】 

・代理人を選任しない本人請求が一定程度の割合を占める。

・代理人は弁護士・税理士でなくてもよい（特に制限なし）

・代理人を選任している事案は必ずしも税理士関与ではなく、弁護士・親族・各種団体役員

というケースもある。 

・当初申告から関与している税理士が代理人になっているケース

・税理士が代理人になっているケースの特徴

【審査請求における原処分庁の担当者】 

・一義的には、所轄税務署の１部門統括官若しくは不服申立担当上席調査官

・実際には、国税局課税部（東京局では課税第一部）審理課の主査及び実査官が、主張書面

の作成指導に当たっていて、所轄税務署がその方針に従うことが多い。 

・審判所の審査官経験者が審理課に異動（又はその逆の）するケースもある。

【税務訴訟における原処分庁の担当者】 

・国税局課税部（東京局では課税第一部）国税訟務官室の国税訟務官・実査官及び事案ごと

の法務省の訟務検事（法廷では訟務検事が主導） 

【審判所が直接被告となる訴訟（裁決固有の瑕疵）】 

・原処分庁ではなく、審判所長を被告とする訴訟がある。
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I 一 般 的 な 審 理 の 流 れ

一般的な審理の流れは次のとおりとなっています。

□ 汀竺三竺［
原処分庁

【税務署長等】

審査請求書 11 
提出

•I 収 ,m, 又

（正本· 副本）

送付 審査請求書（注1) 審査請求書は、 補正等の求め原処分庁等を経由
して提出すること （副本）
もできます。

（注2) 証拠として提出
された書類を審査
請求書（副本）の添
付吉類として原処
分庁に送付するこ
とは行いません 。

通知 ...... 通知·- . ' . • . .、

I 指定の通知； 。 II 口定の通知

_[;]· 送付 ． 提出
答弁書

I
"'

（正本 ・ 副本）．
反

，

論 ，

＇ 提出 提出
|証”類等(1部〗誓！ 証拠書類等(1部）

る：
場 ＇

但当審皐l官等による反論書等 提出 送付 反論書等ヽ

（反論書の場合、 （副本）
正本· 副本）

I 
闘査 ・ 審理、合畠 ＇ 

: (反論がある場合） （意見がある場合）▼
， 

＇ 

送付 提出
意見書 j ... 

審理手続の終結通知 審理手続の終結通知

裁決書謄本
送付

裁決書謄本
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国税不服審判所で は、審査請求が法律の規定

に従っているか ど うかの形式的な審査（ 形式審

査）を行い、 審査請求人に対して、 不明な点の

説明を求めたり、記載漏れ等の不備の補正を求

めることがあります。

審査請求人が不備の補正に応じない場合や、

審査請求が不適法で あって補正することがで

きない ことが明らかな場合は、 国税不服審判所

長は、 審理の対象と して取り 上げない旨の 「却

下」の裁決 を行います。

適法な審査請求であると認められた場合や、

不適法な審査請求 で あることが明らかで ない

場合は、 国税不服審判所長は、 原処分庁に対し

て審査請求 の趣旨及び理由に対する原処分庁

の主張を記載した「答弁書」の提出を求めると

と もに、処分の理由 と なる事実を 証する量類そ

の他の物件の提出を依頼します。

また、 国税不服審判所長は、 その 審査請求に

係る調査・審理を行わせるため、 担当審判官1

名及び参加審判官2名以上を指定 し、 担当審判

官等の所属及び氏名を誓面で通知します。

審理を行うため必要があるときは、 担当審判

官は、 審査請求人若しくは原処分庁の申立てに

より、 又は職権で 、 審査請求人、 原処分庁又は

参考人等に対して質問し、 帳簿書類等の提出を

求め、 これを留置し、 検査し、 又は鑑定人に鑑

定させることができます。

匿眉反論書、証拠書類等の提出等

審査請求人は、送付された原処分庁の 答弁書

に対して反論がある場合には、自己の主張を記

載した反論書や 自己の主張を裏付ける証拠書

類又は証拠物を提出することができます。

国税不服審判所で は、審査請求人と 原処分庁

の主張を整理し、争点（ 審査請求人と 原処分庁

の主張の相違点）を確認するに当たって、双方

に協力を お願いしています。

審査請求人の主張を裏付ける証拠書類文は

証拠物は、担当審判官等による審理を適正かつ

迅速に進める上で最も重要なも の であり、積極

的に提出されることが審査請求 事件の早期

解決につながります。

審査請求人及び原処分庁は、双方がそれぞれ

審判所に任意で提出した証拠書類等や、 担当審

判官が職権で提出を求めて提出された書類等

について、閲覧及び 写しの交付を求めることが

できます。

担当審判官は、第三者 の利益を害するおそれ

があると認められるとき、その他正当な理由が

あるときで なければ、 その閲覧・写しの交付の

求めを拒否できない こと とされています。

＼ 

審査請求人は、自己の主張を書面で提出する

ほか、 口頭 で意見を述べる旨（ 口頭意見陳述）

の申立てをすることができます。

また、口頭意見陳述の 場には原処分庁の 担当

者が原則と して出席しますの で 、 審査請求人

は、 その場で 、 担当審判官の許可を得て、 原処

分庁の 担当者に質問を することができます。

担当審判官は、必要な審理を終えたと認めると

きには、審理手続を終結します。また、担当審判官

が定めた期間内に、答弁誓、反論誓、証拠誓類等

が提出されなかった場合などには、担当審判官は

審理手続を終結 することができます。

担当審判官が審理手続を終結すると、反論書及

び証拠書類等の提出、口頭意見陳述の申立て、

閲覧・写しの交付請求 など の行為をすることができ

ないこととなります。

担当審判官は、審理手続を終結した時は、速 や

かに、審査請求人等及び原処分庁に対し、審理手

続を終結した旨の通知をします。

重議決と裁決

審理が終了すると 、合議体を構成する担当審

判官 と 参加審判官は、合議により審査請求に対

する結論（「議決 」 と いいます。）を 出します。

国税不服審判所長は、 その 議決に基づいて、

裁決 を行います。

裁決 の内容は、 「裁決書謄本」により審査請

求人等及び原処分庁に通知されます。

（ 裁決 の内容 と種類）
・審査請求に理由があるとき・・・・・

全部若しくは一部取消し、 又は変更
・審査請求に理由がない とき・・・・・・棄却
・審査請求が不適法な とき・・・・・・・却下

＼ ノ
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【審査請求書における印象】 

・納税者は原処分調査・再調査の請求を経ており、審査請求は一連の税務争訟の一里塚であ

っても、審判官にとっては審査請求書がその事案で初めて見る書面であり、その第一印象及

び心証が結論までに大きな影響を与える。 

・「読める字で書いていない」「原処分の対象がわからない」「課税要件に沿った主張ではな

い」「論理が破綻・矛盾している」「苦情の域を出ない（審判所は苦情処理機関ではない）」

審査請求書が本当に多い。 

【各審判官に対する事案の配付ルール】 

・原則は「順点配付」であるが、国際担当・資産評価担当といった専門部署もある。

・税理士は税目横断的に税法を把握しており、規定の概要・事案の把握には有利

・国税プロパー職員は、所得・法人・資産・徴収といった系統の「背番号」があり、系統外

の事案でも担当することになる。 

・徴収・国際以外（所得税・法人税・相続税・消費税・加算税）は幅広く配付を受けていた。 

【審査請求書→答弁書→反論書→意見書→反論書→意見書・・・のキャッチボール】 

・双方からの主張書面のやり取りに加え、審判官が釈明権を行使して、主張整理に必要な質

問を一方・双方に行うことにより、「課税要件に沿った争点」と「争点に対する双方の主張」

を明確にする。 

【口頭意見陳述（発問権付）】 

・国税不服審査制度改正前は、請求人が合議体に対して主張を述べるだけであったが、改正

後は、原処分庁担当者の同席を求め、更に直接質問を発することができるようになった。 

・質問内容は、事前に請求人に求め、それを原処分庁に送付するが、苦情・課税要件と関係

のない質問・繰り返しの質問は不許可にできる（ただし担当審判官による当日の主導権の確

保が難しく、税理士よりも弁護士の方が慣れている）。 

【請求人面談による主張の確認と質問検査】 

・主張の確認（求釈明）が優先→釈明陳述録取書を作成し署名押印を求めて原処分庁に送付

（主張は双方内容共有することにより、反論の機会を与える。） 

・国税通則法 97 条１項１号による質問検査→質問調書を作成（閲覧対象外）

【担当審判官による原処分庁調査】 

・全事案、原処分庁がどのような資料を収集し、どのような判断過程を経たかについて、原

処分庁（税務署）に職権調査する（税理士にとって貴重かつ新鮮な経験）。 

・冒頭、担当審判官が署長室で挨拶することが通例
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【担当審判官による職権調査】 

・取引の相手方・金融機関・官公庁等に対して審判所として職権調査

・請求人に不利な調査はしない。

・争点に関係のない調査はしない。

・審判所に知名度がない。

【証拠書類の閲覧請求】 

・国税不服審査制度改正前は、「請求人のみ」「原処分庁任意提出証拠のみ」「閲覧のみ」

・改正後は、「原処分庁も」「担当審判官職権収集証拠も」「謄写も」

・改正により、原処分庁が、請求人からの閲覧謄写請求を意識して、審判所が調査資料の収

集することに敏感になった。 

・例えば請求人から「担当審判官が原処分庁から収集した証拠」の閲覧請求があった場合に

は、原処分庁にマスキングについて意見を求め、最終的には担当審判官が開示範囲を決定 

・審判所も将来の閲覧謄写請求の負担を踏まえ、悉皆的な証拠収集はしないようになってき

ている。 

【議決】 

・合議：当初合議・中間合議・終結前合議・最終合議

・担当審判官・参加審判官の過半数で決するが、実際には議論の過程で１方向に集約される。 

・議決書（裁決書案）に署名押印

・（大阪審判所の場合）審査官が起案した「議決報告書兼裁決決議書」に担当審判官・参加

審判官・審判部部長審判官の決裁を得て法規審査に回付 

【法規審査の存在】 

・法規審査は裁決権者である本部審判所長（委任により各支部の首席審判官）を補佐する機

関であり、主文（取消し・棄却・却下等）に変更がない限り、裁決書案の理由を修正する権

限がある。 

・事案によっては議決書の内容から大きく変容する可能性がある。

・議決の前から早期に法規審査担当が関与して事案の処理の方向性につき指導を受ける。

【裁決】 

・（大阪審判所の場合）法規審査担当者→法規審査担当審判官（判事補・国税プロパー）→

審理部部長審判官→次席審判官→首席審判官の決裁により裁決 

・首席審判官（各支部所長）の段階で、裁決の理由につき大きく変更になることがある。

・裁決後、合議体・法規審査・管理課で裁決書の最終チェックを行い裁決書謄本発送

・数字・固有名詞等に誤りがあると訂正裁決になる。
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I 国 税 不 服 審 判 所 の 各 種取 組

国税不服審判所では、 審理状況の透明性を確保し、 迅速な事件処理を行うため、 以下の施策に取
り組んでいます。

担当者の連絡 • 紹介

審査請求事件の担当者（担当審判官、 参加審判官、 分担者）が決定した際には、 「担当審判官等の
指定について」により、 担当• 所属• 氏名・役割• 連絡先を通知しています。 また、 初回の面談
の際には、 担当審判官から全ての担当者を紹介しています。

「争点の確認表」の交付

審理を適正かつ迅速に進めていくためには、 審査請求人及び処分を行った税務署長や国税局長
など（原処分庁）の当事者双方の主張を的確に把握した上で争点を整理し、 また、 当事者双方が
争点を共通して認識する必要があります。

そのために、 担当審判官は、 審査請求人及び原処分庁から提出された主張に関する書面に基づ
いて争点を整理し、 ①争われている原処分、 ②争点及び③争点に対する当事者双方の主張などを
簡潔に要約した 「争点の確認表」を作成し、 交付しています。

原則1年以内の事件処理

国税不服審判所では、 審査請求書収受後、 原則として1年以内に処理できるよう取り組んでい
ます。 1年以内に処理できた割合の過去5年の状況は、 次のとおりです。

年 度
1 年 以 内
処理件数割合

24 

96.2 

25 

96.2 

26 

92.2 

27 

92.4 

（単位：％）
28 

98.3 

,,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

： 【標準審理期間の設定】
国税不服審判所では、 審査請求書が国税不服審判所に到達してから裁決をするまでに通常要す

＼ べき標準的な期間を1年と定めています。

［ 国税不服審判所ホ ー ムペ ー ジの紹介 : 

国税不服審判所ホ ー ムペ ー ジ(http://www.kfs.go.jp)では、次の情報などを提供しています。

提出書類一 覧
審査請求書など主な提出書類の用紙を

ダウンロ ー ドできます。

：：トピックス

平成29年6月21日 平成7ft年10月か弓17戸分まで(/)"、深疇例の追加笞

平成29年6月208 平成7ft年席I,おい不寄盲訊求r溝『苓

平成29年3月23日 平成祖年7月から9弓分手での窃深蓄例のi研n等

平成28年12月158 平成2e年4月から6月分までの特決璽例の沖加等
平成28年11月9日 「平成27璽粕年弔問税庁寄精評価冑（慌秤） l(l)l昂戴

,_ついて

平成28年11月98 バンフレット等(l)nt麻原の渇戴,_ついて

平成28年10月17日
唇情讚(/)�71;;ついて

平成28年9月298 平成お年1月かう3月分京での球決璽例qら白加布

平成28年9月20日 f 
成79年7月採用予守宕の専網Iれ柊マI,まI ,IC。)

平成28年？月15日 「 ” 
成28年7月）

. Ill'出先一畔

. Q.,_A:Jーナー

,,;,; 芍‘ぶ事例瓢等の紹介
・ 1)苓召決璽伊I
• 公ぞ特決軍仔I亨后
· 閉決詈［阿の梢字

・ 胴澤情帳
· flllffl公問
· 但人情帽保輝

一

― 

（平成29年6月22日現在）

Q&Aコ ーナ ー

審査請求に関してよくある質問をQ&A

形式で掲載しています。

公表裁決事例
平成4年以降に公表した裁決事例の全文

を紹介しています。

裁決要旨の検索
キ ー ワ ー ドや争点で裁決要旨を検索• 閲覧

できるシステムを提供しています。
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【争点の確認表】 

・「争われている原処分」「争いのない事実関係」「争点（相撲でいえば土俵）」と「双方の主

張のエッセンス（双方の相撲の取り口）」について記載し、双方の確認の機会を設ける。 

・争点の確認表の送付の段階で、審判所内部では、想定される議決書案（主文（いずれを勝

たせるか）及び議決書案骨子）は決まっていることが多い。 

【標準審理期間】 

・１年（１年以内処理割合 95％以上の業績目標）

・なぜ１年もかかるのか。

・１年を超過してしまうケース（26 事務年度・27 事務年度）とは

【ホームページの裁決事例の公表】 

・裁決要旨検索システムには、平成８年７月１日以降の「原則」全ての裁決要旨が閲覧でき

る 

・なぜ「原則」なのか（「公表否」「公表留保」もある・・・なぜ全件公表しないのか。）

・公表裁決事例の選定基準

・裁決後の情報公開請求・・・少なくとも取消裁決は必ず情報公開請求がある。

16



2,488

3,598

2,855

2,030
2,098

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

17



【審査請求件数のカウント方法】 

・平成 28 事務年度は 1,959 本の裁決書が決裁された・・・わけではない。

・件数カウントにはカラクリがある。

・「その他」は何税か。 

・年間の裁決書の本数

・原処分庁による処分件数は減っているのか。

【審査請求件数の税目別の特徴】 

・上場企業の税務調査が報道されるが、法人税の割合は 20％前後

・消費税の割合が多い理由

【認容割合（全部取消し割合＋一部取消し割合）は高いか低いか】 

・10％前後・・・ほとんど救済されないのか。

・本当に勝負になる審査請求は全体のどの程度か。

・「取下げ」や「却下」にも納税者が実質的に勝っている事案がある。 

【認容割合の傾向】 

・地域によって違いがあるか。

18



【国税審判官に任官されて得たこと】 

・税務調査において指摘された場合に、納税者の主張が最終的に（審判所・裁判所で）認容

されるか否かの見通しができるようになった。 

→納税者の言うことをスピーカーで大きく（もっともらしく）述べるだけが税理士の責任あ

る対応か。 

・税法・税務争訟に精通した弁護士との関係

→税法に精通した弁護士（税理士が頼りにできる弁護士・税理士が言いたいことをすぐ理解

できる弁護士）は思いのほか少ない。 

→「国税に関する官職だから税理士が弁護士より即戦力」という考えは大きな間違い

・審判所・国税局の「審理」に精通した OB 税理士との関係

→OB 税理士が「現職時の顔」だけで仕事が来る時代は終わったが、「審理能力」と「現職

時の顔」を併せ持つ OB 税理士の需要はまだまだ大きい 

・裁判官の思考に触れた（司法試験を経験せず判断権者の立場を経験できた）こと

→「どこまで証拠を集めれば事実を認定できるのか」

「その法令解釈は現在検討している事案と射程が一致しているのか」

「『物読み』の重要性」

「裁判官である審判所長に対して事案の説明及び質疑応答をした時の冷や汗・脂汗」

・請求人、原処分庁のみならず、将来の納税者、課税当局に対して、文章で論理的に説明『し

切る』意識・能力 

【国税審判官を経験して実感したこと】 

・いかに税法の条文に還らず（条文を読まず）業務をしてきたか（特に国税通則法）

・いろいろな納税者・税理士がいて、国税職員はそれに対応しなければならないこと

【最後に】 

・審判所（裁判所）はあくまで事後救済機関であり、その前提として、納税者が不利益処分

を受けることになるが、納税者を審判所・裁判所に連れて来ないようにする（納税者を無用

の税務トラブルに巻き込ませない）ことが、クライアントの税理士に対する期待ではないか。 
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http://www.kfs.go.jp
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